
騒音振動関係法令に係る施設分類別工場及び事業場数

　　（令和4年3月31日現在）

注：件数が0の施設については省略しています。

繊維機械

木材加工機械

施設名

金属加工機械

条例

12

5

38

77

法律

6

工場及び事業場数（単位：件）

圧縮機及び送風機

破砕機、摩砕機、ふるい等

条例

5

6

8

3

21

8

騒音

0

0

0

冷凍機及び空調機

クーリングタワー

かくはん機

印刷機械

合成樹脂成形加工機械

走行クレーン 0

0

7

0

0集じん装置

2 0

0

0

0

1

1

7

2

7

48

0 0

0

0

1

振動

0

0

1

3

0

0

法律

21

58

6

12

0

2

7


